
 

 

公告 

 

一般競争入札公告 

 

 一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６及び南三陸町財務規則（平成１７年南三陸町規則第３２号）第

９１条の規定により、次のとおり公告する。 

 

  平成２６年１１月２０日 

 

                   南三陸町長  佐 藤  仁 

 

１ 入札に付する事項 

 （１） 件名 

     南三陸町ホームページ広告枠売却業務 

 （２） 売却物件の概要 

     南三陸町公式ホームページに設定する１０枠の広告枠に、民間企業

等のバナー広告を掲載する権利 

 （３） 広告の掲載期間 

     平成２６年１２月１日から平成２７年１１月３０日まで 

 （４） 売渡基準額 

     １５０，０００円（税込み） 

 

２ 入札参加資格 

 （１） 南三陸町公式ホームページに広告を掲載しようとする広告主の依頼

により、広告に係る業務を業として取り扱うことができる者であるこ

と。 

 （２） 地方自治法施行令第１６７条の４に規定する者に該当しないもので

あること。 

 （３） 南三陸町入札参加業者指名停止要領（平成１７年南三陸町訓令第３

７号）に基づく指名停止を受けている期間でないこと。 

 

３ 入札参加資格の承認申請 

 （１） 入札参加資格申請書類 

     入札に参加する者は、次に掲げる書類を１部持参又は郵送で提出し、

入札参加資格審査を受けなければならない。 

   ア 入札参加資格申請書 



 

 

   イ 業務実績調書 

   ウ 誓約書 

   エ 発行後３月以内の商業登記簿現在事項証明全部証明書 

 （２） 入札参加資格申請書類の交付 

   ア 交付期間 

平成２６年１１月２０日（木）から平成２６年１１月２６日（水）

までの期間の午前９時から午後５時まで（ただし、閉庁日及び正午か

ら午後１時までの時間帯を除く。） 

   イ 交付場所 

     南三陸町企画課 

    ※ 南三陸町ホームページからもダウンロードできるものとする。 

 （３） 入札参加資格申請書類の提出期限等 

  ア 提出期限 

    平成２６年１１月２７日（木）まで 

   イ 場所 

     南三陸町企画課 

 （４） 入札参加有資格者については、申込みのあった者に参加資格の有無

について通知する。 

 （５） 入札参加有資格者と認められなかった者は、その理由について担当

課へ書面で問合せをすることができる。 

 

４ 入札手続等 

 （１） 仕様書の交付 

   ア 期間 

     平成２６年１１月２０日（木）から平成２６年１１月２６日（水）

までの期間の午前９時から午後５時まで（ただし、閉庁日及び正午か

ら午後１時までの時間帯を除く。） 

   イ 交付場所 

     南三陸町企画課 

    ※ 南三陸町ホームページからもダウンロードできるものとする。 

 （２） 入札方法 

   ア 町指定の入札書を１枚作成し封入・封印の上、平成２６年１１月２

８日（金）正午までに、南三陸町企画課まで持参又は郵送により提出

すること。 

   イ 入札金額の記載に当たっては、税込みの金額とすること。 

 

５ 開札等 



 

 

 （１） 開札は、平成２６年１１月２８日（金）午後３時、南三陸町総務課

内において行うものとする。なお、事業者立会いの入札会は行わない

ものとする。 

 （２） 入札した者のうち、売渡基準額以上の最高価格をもって入札した者

を落札者とする。 

 （３） 上記に該当する者が２人以上いるときは、くじにより落札者を決定

する。 

 

６ 入札保証金及び契約保証金 

  免除とする。 

 

７ 入札の無効等 

 （１） この公告に示した入札参加資格のない者及び虚偽の申請を行った者

並びに南三陸町財務規則の規定に違反した者の入札は、無効とする。 

 （２） 入札参加資格がある旨を承認された者であっても、承認後入札時点

において、入札参加資格を満たさなくなった者の入札は、無効とする。 

 

８ 契約の締結 

 （１） 契約の締結 

     契約は、開札の日から７日以内に締結しなければならない。落札者

が期限までに契約を締結しない場合、落札はその効力を失う。 

 （２） 売買代金 

     売買代金は、落札が決定した入札書記載の金額とする。 

 

９ その他 

 （１） 広告掲載基準 

     掲載する広告は、南三陸町広告掲載要綱（平成１９年南三陸町告示

第７８号）、南三陸町広告掲載基準（平成１９年南三陸町告示第７９

号）及び南三陸町広告掲載基準の細目に関する要領（平成１９年南三

陸町告示第８０号）の規定に適合するものであること。 

 （２） 問い合わせ 

 不明な点については、当町担当者に照会すること。 

     南三陸町企画課情報政策係 担当者 小野寺・近岡 

     電 話 ０２２６－４６－１３７１（直通） 

     ＦＡＸ ０２２６－４６－５３４８ 


